
　秋田市太平山スキー場条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

　　令和５年12月21日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　穂　積　　　志　　　　　 

 

秋田市条例第51号 

 

 　　　秋田市太平山スキー場条例の一部を改正する条例

　秋田市太平山スキー場条例（昭和51年秋田市条例第30号）の一部を次の

 ように改正する。

   　　　　「 　　「
          210円        315円

          105円        157円

          157円        235円

        2,095円      3,142円

        1,257円      1,885円

        1,048円      1,572円

          629円        943円

        1,571円      2,356円

          943円      1,414円

       20,952円     31,428円

  　別表中　     12,571円 　を　     18,856円 　に改め、同表の備考の

  

      10,476円     15,714円

       6,286円      9,429円

  

      15,714円     23,571円

       9,429円     14,143円

  
  



       1,886円      2,829円

         943円      1,414円

       1,414円      2,121円
」 」

１中「 2,1 0 0円」を「 3,1 5 0円」に、「 1,0 5 0円」を「 1,5 7 0円」に、

 「1,570円」を「2,350円」に改める。

 

 　　　附　則

　この条例は、令和６年４月１日から施行する。


